
続
継
意
任

？

■注意事項
　被扶養者に異動が生じたとき、住所・氏名等に変更があったときには必ず
ご連絡ください。

❶事業所からの資格喪失届を受理

❷「任意継続被保険者資格取得申請書」を受理

❸保険証の交付と納付書の送付

❹あなたからの初回保険料の入金を確認

任意継続加入手続の流れ

　
退
職
し
ま
す
と
、通
常
は
被
保
険
者
で
は
な
く
な
り

ま
す
。

　
た
だ
し
、継
続
し
て
２
カ
月
以
上
加
入
期
間
が
あ
る

と
き
は
、本
人
の
申
請
に
よ
り
引
き
続
き
、日
研
健
保

の
被
保
険
者
で
い
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
れ
を「
任
意
継
続
」と
い
い
ま
す
。

■ 

保
険
料
は
ど
う
な
る
の
？

　
任
意
継
続
の
方
の
保
険
料
は
、こ
れ
ま
で
事
業
主
が

負
担
し
て
い
た
分
が
無
く
な
り
、全
額
自
己
負
担
に
な

り
ま
す
。

■ 

申
込
方
法
は
？

　
「
任
意
継
続
被
保
険
者
資
格
取
得
申
請
書
」に
、必
要

事
項
を
記
入
の
上
、健
保
組
合
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■ 

受
付
期
間
は
？

　
退
職
し
た
日
の
翌
日
か
ら
20
日
以
内
で
す
。

■ 

納
付
方
法
は
？

　
受
付
後
に
お
送
り
す
る「
納
付
書
」を
確
認
の
上
、納

付
期
限
ま
で
に
お
振
込
く
だ
さ
い
。振
込
方
法
は
任
意

で
す
。

■ 

保
険
証
は
？

　
申
請
書
の
提
出
と
事
業
所
か
ら
の
資
格
喪
失
届
の

到
着
確
認
後
、新
し
い
保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
ご
使
用
の
保
険
証
は
事
業
主
に
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。

■ 

給
付
は
？

　
任
意
継
続
し
た
方
で
も
、各
給
付
や
サ
ー
ビ
ス
は
受

け
ら
れ
ま
す
。た
だ
し
、継
続
給
付
に
該
当
す
る
場
合

を
除
き
、「
傷
病
手
当
金
」「
出
産
手
当
金
」は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

■ 

任
意
継
続
の
資
格
を
失
う
と
き
は
？

　
次
の
事
由
に
該
当
す
る
と
、任
意
継
続
の
資
格
を

失
い
ま
す
。

１
．保
険
料
を
納
付
期
限（
毎
月
10
日
）ま
で
に
納
付
し

な
か
っ
た
と
き

２
．就
職
し
て
、健
康
保
険・船
員
保
険・共
済
組
合
の

被
保
険
者
に
な
っ
た
と
き

３
．任
意
継
続
し
て
か
ら
２
年
を
経
過
し
た
と
き

４
．任
意
継
続
し
た
本
人
が
死
亡
し
た
と
き

５
．後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
と
な
っ
た
と
き

６
．任
意
継
続
被
保
険
者
が
申
し
出
た
と
き


